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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体毛除去装置（１００）であって、
　ａ）前記体毛除去装置（１００）の総重量の主要部分を含む主装置要素（１０、２０）
と、
　ｂ）連結具（２３、３３）により前記主装置要素（１０、２０）に着脱可能に接続され
た別個の要素（３０、４０）と、を備え、
　前記連結具（２３、３３）は、前記別個の要素（３０、４０）上に作用する力が予め決
定された力を超えた際に、前記別個の要素（３０、４０）が前記主装置要素（１０、２０
）から分離するよう設計され、前記分離は前記力の少なくとも１つの作用方向に対して生
じ、
　前記別個の要素（３０、４０）が、交換可能なブレードカートリッジ（４０）を備え、
　前記主装置要素（１０、２０）が、電動モータ、充電式電池、電池、シェービングホイ
ルかみそり又は長髪用のトリマー（１１）の少なくとも一つを備え、
　前記連結具（２３、３３）が、前記主装置要素（１０、２０）と前記別個の要素（３０
、４０）との間の相対的な回転により開放するよう設計されている、体毛除去装置。
【請求項２】
　前記主装置要素（１０、２０）が、基部本体（１０）と、前記基部本体に取り付けられ
た可動スライダ（２０）とを有し、前記スライダ（２０）と前記別個の要素（３０、４０
）との間に前記連結具（２３、３３）が設けられていることを特徴とする、請求項１に記
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載の体毛除去装置（１００）。
【請求項３】
　前記スライダ（２０）の一位置において、前記基部本体（１０）が少なくとも部分的に
前記別個の要素（３０、４０）を覆うことを特徴とする、請求項２に記載の体毛除去装置
（１００）。
【請求項４】
　前記連結具が、前記主装置要素（１０、２０）上のラッチ要素（２３、３３）と、前記
別個の要素（３０、４０）上のラッチ要素（２３、３３）との間のスナップ式接続具とし
て設計されていることを特徴とする、請求項１～３の少なくとも一項に記載の体毛除去装
置（１００）。
【請求項５】
　前記ラッチ要素（２３、３３）が、互いの背部に往復係合し得る隆起部（２４ａ、２４
ｂ、３４ａ、３４ｂ）を備えることを特徴とする、請求項４に記載の体毛除去装置（１０
０）。
【請求項６】
　前記ラッチ要素（２３、３３）が、回転軸（Ａ）を中心とする円に沿って少なくとも部
分的に互いに把持することを特徴とする、請求項４又は５に記載の体毛除去装置（１００
）。
【請求項７】
　前記ラッチ要素（２３、３３）が、前記回転軸（Ａ）に傾いた摺動表面（２５ａ、２５
ｂ、３５ａ、３５ｂ）を有し、前記摺動表面は、前記ラッチ要素が回転軸を中心に回転し
た際に、前記ラッチ要素を軸方向に押して互いに離すことを特徴とする、請求項６に記載
の体毛除去装置（１００）。
【請求項８】
　前記予め決定された力が、前記体毛除去装置の使用中に使用者が前記別個の要素を皮膚
に対して押す際に付与される通常の力よりも大きい、請求項１～７のいずれか一項に記載
の体毛除去装置（１００）。
【請求項９】
　前記主装置要素（１０、２０）及び／又は前記別個の要素（３０、４０）が、ばね要素
（９０）を有し、前記ばね要素は、前記別個の要素（３０、４０）が連結位置にある際に
負荷状態にあり、それによりばね張力が前記主装置要素（１０、２０）と前記別個の要素
（３０、４０）との間に付与されている、請求項１～８のいずれか一項に記載の体毛除去
装置（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば電気かみそり若しくは湿式かみそり、又は電気かみそりと湿式かみそ
りとの組み合わせ等の体毛除去装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　それらの体毛除去装置は、例えば湿式髭剃り用のブレードカートリッジ、及び／又は例
えば顎髭、頭髪若しくは体毛をトリミングするための長髪用のトリマーを備えていること
が知られている。そのような体毛除去装置の別個の要素は、通常、露出された状態で体毛
除去装置上に取り付けられ、そのために、その装置が床に落下すると、例えば別個の要素
が床にぶつかると、その要素は解放された力即ち落下エネルギーを受ける。
【０００３】
　かみそりブレードを保持するためのブレードカートリッジは、湿式かみそりにより公知
である。ブレードカートリッジに対するそのような損傷は、例えば、かみそりが床に落下
した際にかみそりブレードを解放させ得るため、高い負傷の危険性が生じる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この背景に対抗して、本発明の目的は、取り扱いが安全な、体毛除去装置と、そのよう
な別個の要素、特にブレードカートリッジとの組み合わせを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、請求項１の特徴を有する体毛除去装置により達成される。有益な実施
形態は、従属の請求項に含まれている。
【０００６】
　体毛除去装置は、詳細には電気かみそり、湿式かみそり、又は電気かみそりと湿式かみ
そりとの両方から構成された組み合わせかみそりであってもよく、後者の装置は、手動及
び電動の両方で駆動されてもよい（それ故、湿式かみそりのブレードカートリッジは、電
気的に振動されてもよい）。体毛除去装置は、以下の構成要素を備える。
【０００７】
　ａ）体毛除去装置の総重量の主要部分（即ち、総重量の５０％超、好ましくは総重量の
９０％超）を構成する「主装置要素」。体毛除去装置の周知の実施形態によれば、主装置
要素は、一般に電動モータ及び／又は充電式電池若しくは電池を含み、組み合わせ体毛除
去装置は、更に、シェービングホイルかみそり及び／又は長い髪を切るためのトリマーを
含む。純粋に手動の湿式かみそりでは、主装置要素の総重量は、重い金属の取っ手等によ
っても影響され得る。
【０００８】
　ｂ）もしも体毛除去装置が危険なレベルの落下エネルギーを伴って床に落下した場合、
損傷を受ける可能性がある「別個の要素」。
【０００９】
　別個の要素は、特に、着脱可能なブレードカートリッジを有してもよく、このカートリ
ッジは、湿式髭剃り用の１つ以上のかみそりブレードを含む。一方では、ブレードカート
リッジは、髭剃りのために露出され、他方では出来る限り小さいものである必要があるた
め（材料の節約に対応したサイズにする）、衝撃を受けた際に非常に破壊され易い。増大
した通常の損傷は、充電式電池／電池及び／又は金属取っ手及び／又は付加的なモーター
等から得られる１００ｇ以上の重量、特に約１５０ｇ以上の重量から生じることが実験的
経験から知られている。実験的な研究によれば、１５０ｇの重量、即ち１．５ｍ落下した
際の約２．２Ｊの落下エネルギーは、ブレードカートリッジの一貫した損傷を招く。明ら
かに、落下エネルギーが低い場合でも、低減された損傷が生じる場合があり、したがって
危険な落下エネルギーに関する確かな限界を特定することは困難であり得る。本発明は、
より軽量の体毛除去装置（一般的な湿式かみそり等）と共に使用されて、例えばより高い
位置からの湿式かみそりの落下、又は湿式かみそりを投げる（使用者が湿式かみそりを滑
らせて落下させ、その際に床に投げる）ことから生じ得る損傷も回避することができる。
【００１０】
　ブレードカートリッジは、既知のラッチ機構を用いて別個の要素の残りの部分（「中間
要素」）に取り付けることができる。その場合、別個の要素は、中間要素と、ラッチ要素
を用いて中間要素に取り付けられるブレードカートリッジとを備える。
【００１１】
　更に、連結具が提供されて別個の要素を主装置要素に着脱可能に接続し、少なくとも１
つの所定の作用方向に関して最小限の力が別個の要素に影響し、したがって連結具に影響
して、連結具が離脱される。連結具を離脱させる最小限の力は、連結具の構造設計により
設定することができ、例えば別個の要素の使用を安全でないものとするその別個の要素に
対する相当な損傷を防止するための、所定の体毛除去装置の実験的試験により決定され得
る。連結具の開放に必要な力は、通常、別個の要素上に鈍く加えられる、即ち、例えば平
らな又はせいぜい僅かに湾曲した物体によって別個の要素上に加えられる。このことは、
体毛除去装置が床に落下した際に、作用力により連結具が解放（即ち分離）し得ることを
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確実にする（そして、例えば道具のみでアクセス可能な隠れた機構を起動させる必要はな
い）。連結具は、可能な限り多数の方向から（特に、好ましくは、露出された別個の要素
上に鈍い力が加えられ得る全ての可能な方向から）来る力により衝撃を受けた際に開放す
るよう設計されることが好ましい。連結具は、別個の要素上の連結具構成要素と、主装置
要素上の連結具構成要素とからなり、両方の連結具構成要素は、別個の要素が連結状態に
あるときに、連結を形成する。
【００１２】
　記載した体毛除去装置において、例えばブレードカートリッジを含む別個の要素は、別
個の要素が実質的に損傷を受けて使用に安全でないものとされ、又は体毛除去装置が不意
に落とされた際に破壊される危険を伴わずに、比較的重い主装置要素と連結される。これ
は有効な最小限の力により解放される着脱可能な連結具の補助により達成され、その力は
、別個の要素を実質的に損傷して使用に安全でないものとし、又は破壊さえもする作用力
よりも小さい。このようにして、別個の要素は主装置要素上の衝撃により分離され、それ
により主装置要素の運動エネルギーはもはや別個の要素上への破壊的なエネルギーに移動
され得ない。運動エネルギーは、例えば、垂直に落下する場合、体毛除去装置の重量と落
下の高さとにより決定され、又は（過失により）に投げられる場合、既知の式により決定
される。衝撃により移動された運動エネルギーは、別個の要素上に、それ故連結具上に作
用する動的な力を生じ、これは容易に説明することができない。ただし、実験的落下実験
又はＦＥＭ試験により、別個の要素が、例えば垂直に落下した際に別個の要素が使用に安
全でないものとされる実質的な損傷を負わないように、連結具が開放するべき運動エネル
ギーを測定することができるこの点で、連結具は、最小限の力よりも大きい所定の作用力
の存在下、又は最小限の力よりも大きい所定の（運動）エネルギーの存在下で、別個の要
素が主装置要素から離脱するよう設計されているということもできる。
【００１３】
　注目されるように、別個の要素は、交換可能なブレードカートリッジを備えている。ブ
レードが解放されないように、したがって負傷の危険性を引き起こさないように、ブレー
ドカートリッジに対する損傷を回避することが特に重要である。用語「使用に安全でない
ものとする実質的な損傷」は、ブレードカートリッジの適切な使用を妨げる、又はブレー
ドカートリッジが負傷の危険性を伴ってのみ使用される任意の損傷である。
【００１４】
　所定の力で破壊して開放されるラッチ機構とは対照的に、記載した連結具は、主装置要
素からの別個の要素の確定された、損傷のないかつ可逆的な離脱又は分離をもたらす。離
脱に必要な力、即ち連結具に加える必要がある分離に必要な最小限の力は、構造工学（別
個の要素を実質的に損傷させて使用に安全でないものとする程、力がまだ大きくない場合
に、分離が起こることが保証されている限り、作用方向が異なれば異なり得る）により確
定することができる。
【００１５】
　更に、主装置要素は、例えば電動モータ、充電式電池、電池、シェービングホイルかみ
そり及び／又は長い髪用のトリマーを備えてもよいことは既に指摘している。これらは比
較的重い構成要素であり、その重量は所定の最小値よりも低減させることは困難な場合が
あり、体毛除去装置が落下した場合、高い運動落下エネルギーをもたらすであろう。
【００１６】
　体毛除去装置の別の実施形態によれば、主装置要素は、基部本体と、取り付けられた可
動スライダとを有し、上述した着脱可能な連結具はスライダと別個の要素との間に設けら
れている。このようにして、別個の要素は、スライダの主装置要素に対する移動に関与す
る。このことは、落下した場合に、別個の要素が主装置要素に対して移動して、多くの場
合にて損傷が回避できる利点を有する。スライダは、詳細には、体毛除去装置用の作動要
素（スイッチ）であってもよく、この作動要素は、体毛除去装置の機能を可能又は不能に
する。
【００１７】
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　上述した実施形態によれば、体毛除去装置は、基部本体がスライダの（少なくとも）１
つの位置において別個の要素を少なくとも部分的に覆うよう設計されている。これらの位
置において、スライダの設計により、結果として別個の要素は、覆われた方向から来る衝
撃に対して本体により保護される。
【００１８】
　主装置要素と別個の要素との間の連結具の特定の設計に関する多数の可能性が存在する
。一実施形態によれば、連結具は、主装置要素上のラッチ要素と、別個の要素上のラッチ
要素との間のスナップ式接続具として設けられ、即ち係合状態において、主装置要素と別
個の要素とのラッチ要素の確実な連結（positive interlocking）であり、ここに抵抗に
打ち勝つことにより、またラッチ要素の部分的な弾性変形により、この状態に入ったり、
抜けたりできる。前述した抵抗（アンダカット等のサイズ）の適切な構造設計により、連
結具を接続解除するのに必要な最小限の力及び／又は最小限のエネルギーは、非常に良好
に調整され得る。
【００１９】
　前述したスナップ式接続具の好ましい実現化において、ラッチ要素は、互いの背部に往
復係合し得る隆起部を備える。隆起部が互いの背部に係合する状態は、連結状態であり、
これは隆起部が互いを通過して摺動した際に、解除即ち放置され得る。
【００２０】
　主装置要素と別個の要素との間の連結は、主装置要素と別個の要素との間の相対的な回
転により開放するよう設計されることが好ましい。この場合、有効なトルクが、別個の要
素に無害に付与され、それにより別個の要素が主装置要素から分離され得る。
【００２１】
　ラッチ要素は、所定の回転軸を中心とする円に沿って、少なくとも部分的に、互いに任
意に係合できる。ラッチ要素の全係合領域が、回転軸を中心とする円又は同心円上に存在
することが好ましい。このことは、回転軸の回りに作用するトルクが、ラッチ要素をそれ
らの係合（円形）ラインに沿って互いに対して回転させることができ、それにより別個の
要素が回転軸の回りに（限定的に）回転することが可能となる利点を有する。
【００２２】
　上述した場合において、ラッチ要素は、回転軸の方へある角度で傾斜された摺動表面を
含むことが好ましく、これらの表面は、ラッチ要素が回転軸の回りに回転した際に、ラッ
チ要素を押して軸方向に互いに離す。回転軸の回りに外部から開始されるトルクにより誘
起される回転運動は、摺動表面によって、ラッチ要素の分離の軸方向移動をもたらすこと
ができ（回転軸に関して軸方向）、それにより連結具が分離される。
【００２３】
　別の実施形態において、体毛除去装置は、別個の要素が連結された状態にて負荷された
ばね要素を有し、それにより主装置要素と別個の要素との間にばね力が作用し、その結果
、分離プロセス中、ばね要素の伸張により、より軽量の別個の要素が、より重い主装置要
素から押し離される。したがって、衝撃時に、別個の要素は、もはや主装置要素と壁又は
床との間に本質的に配置され得ず、この種の衝撃からの損傷が回避され得る。
【００２４】
　上述した本発明の重要な要素は、主装置要素と別個の要素との間の着脱可能な連結具で
ある。この連結具の特徴は、主装置要素と別個の要素の両方において見出されるため、ま
たこれらはそれぞれ別々に市販できるため、本発明は、更に、上述した種類の体毛除去装
置のための主装置要素又は別個の要素に関する。このようにして、別個の要素は、特にブ
レードカートリッジと一体的に、又はブレードカートリッジと同様に設計され得る。
【００２５】
　本発明を、湿式かみそりと長い髪用のトリマーの組み合わせ形態の体毛除去装置の典型
的な実施形態に基づく添付の図面の補助と共に、以下に更に詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
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【図１】本発明による体毛除去装置。　ａ）スライダ制御機器がアイドル位置にある場合
　ｂ）スライダ制御機器が第一の切り替え位置にある場合　ｃ）スライダ制御機器が更な
る切り替え位置にある場合
【図２】連結具が分離状態にある、主装置要素と別個の要素（取り付けられたブレードカ
ートリッジを有する）との間の連結領域の拡大斜視図。
【図３】別個の要素の下側の図を有する、図２と同様の別の斜視図。
【図４】主装置要素上の連結具のラッチ要素を通した断面の斜視図。
【図５】別個の要素の下側の斜視図。
【図６】別個の要素の連結具のラッチ要素を通る断面の斜視図。
【図７】別個の要素と主装置要素との組み立てられた連結具のラッチ要素を通る断面の斜
視図。
【図８】分離状態にある主装置要素と別個の要素との前部領域の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１に、湿式かみそりと長い髪用のトリマーとの組み合わせとして設けられ、以下の構
成要素を備えた体毛除去装置１００の斜視図を示す。
【００２８】
　－　上端部にトリマー１１が取り付けられた基部本体１０であって、基部本体１０は、
電動モータと、通常、充電式電池又は電池（図示せず）も更に備える。
【００２９】
　－　Ｓの移動方向に変位可能なスライダ２０であって、スライダ２０は、基部本体１０
上に装着された摺動基部２１と、所定の標的位置内に固定されてスライダを停止する着脱
可能なハンドリリースボタン２２とを有する。基部本体１０とスライダ２０とは、一緒に
体毛除去装置１００の「主装置要素」を形成する。
【００３０】
　－　中間要素３０と、ラッチ機構により公知の様式で中間要素３０に連結されたブレー
ドカートリッジ４０とを備える別個の要素であって、ブレードカートリッジ４０内には、
湿式髭剃りのための１つ以上の平行なブレードが固定されるか、又はばね仕掛けになって
いる。別個の要素は、スライダ２０に取り付けられている。ブレードカートリッジ４０は
、ここでは、特殊な（標準的な）ラッチ機構により比較的堅固に中間要素３０に取り付け
られている。ブレードカートリッジ４０を交換するために、使用者はボタン３２を押して
ラッチ機構を解放することができ、それは本明細書では詳細に記載されない。
【００３１】
　図示した体毛除去装置１００は、電気髭剃り又は電気髪切り用の手段を、湿式かみそり
用の手段と組み合わせている。このような装置の設計の際の一つの問題点は、ブレードカ
ートリッジ４０を含む別個の要素を、例えば、約１．５メートルの典型的な高さからの落
下に起因して生じ得る損傷から保護する必要があることである。この状況で特に重大なこ
とは、実際には目に見えない損傷であって、ブレードカートリッジ４０のその後の使用に
より、例えばブレードの突出により使用者に負傷をもたらす可能性がある損傷であろう。
【００３２】
　組み合わせ体毛除去装置１００では、図示した実施形態においてその総重量は、約１０
０～１５０ｇであり、体毛除去装置１００が約１．５ｍの高さから床に落下した場合、通
常の損傷がブレードカートリッジに生じるに至るまで、増加する。そのような落下は、約
１．５～２．２Ｊの落下エネルギーに対応する。そのため、床へ落下した際の損傷から要
素を保護するための以下の方策を、下記により詳細に説明する。
【００３３】
　別個の要素のための、それ故、特にブレードカートリッジ４０のための第一の保護機構
は、別個の要素をスライダ２０に取り付けることにより達成され、このスライダは、基部
本体１０に対して下部標的位置（図１ａ）、中間標的位置（図１ｂ）及び上部標的位置（
図１ｃ）をとることができる。図１ａ）の最も下部の標的位置では、ブレードカートリッ
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ジ４０は引っ込められており、この場合、落下の際に基部本体１０のトリマー１１により
、覆われた方向の衝撃に対して保護される。
【００３４】
　図１ｂ）の中間標的位置と、図１ｃ）の上部標的位置では、ブレードカートリッジ４０
を有する別個の要素が、基部本体１０から突き出しており、多かれ少なかれ露出されてい
る。このことは、ブレードカートリッジ４０を湿式髭剃りに使用できるようにするために
必要である。これらの標的位置においてもブレードカートリッジ４０を有する別個の要素
を衝撃による損傷から保護するため、別個の要素と主装置要素との間に連結具が設けられ
ている。体毛除去装置１００の図示した典型的な実施形態では、連結具は、中間要素３０
とスライダ２０との間に設けられている。
【００３５】
　ブレードカートリッジ４０を有する別個の要素の意図的な保護に重要なことは、最小限
の力又は最小限のエネルギーが別個の要素又はブレードカートリッジ４０に損傷を引き起
こすよりも小さい力又はエネルギーに達した際に開放するように、連結具が適切な強度を
有するよう設計されていることである（主装置要素に鈍い落下エネルギーが加えられる落
下方向は、これらの保護効果から除外される）。したがって、体毛除去装置１００が別個
の要素上にて落下した場合、ブレードカートリッジ４０を有する別個の要素は、それ自体
をスライダ２０及び基部本体１０から構成された主装置要素１１０から分離し、それによ
り体毛除去装置１００の主な重量を保有する基部本体１０の運動エネルギーはブレードカ
ートリッジ４０を破壊できない。これに関連して、連結具を解放する力は、別個の要素に
対する荷重がブレードカートリッジ４０の損傷の原因とならない範囲に留まる一方、別個
の要素が通常の髭剃り中にスライダ２０から不注意に緩まないように大きさを決める必要
がある。
【００３６】
　これに関連して、図１ｃ）に矢印により異なる方向が指示され、連結具はそれらの方向
からの衝撃により開放に至るであろう。点線で示す、前方から来る衝撃の場合、落下エネ
ルギーは、スライダ２０がよける、即ち引っ込むことによって更に吸収され得る。
【００３７】
　体毛除去装置１００が落下し、別個の要素が中間要素３０及びブレードカートリッジ４
０から分離してブレードカートリッジ４０を損傷から保護する場合、使用者は押しボタン
のように別個の要素を再度スライダ２０上に容易に押圧することができる。
【００３８】
　図２～図７の補助により、以下に主装置要素（この場合、主装置要素上の構成要素とし
てのスライダ２０）と別個の要素（この場合、主装置要素の構成要素としての中間要素３
０）との間の連結具の特定の実施形態を示す。連結具は、スナップ式接続具である。
【００３９】
　この状況において、図２及び図３は、スライダ２０から分離された、即ち連結具が開放
された状態の、ブレードカートリッジ４０がスナップ式に取り付けられた中間要素３０か
らなる別個の要素を示す。連結具は、主装置要素上の連結具構成要素２３と、別個の要素
上の連結具構成要素３３とからなる。開放した連結具を図示することにより、スライダ２
０上のラッチ要素２３又は中間要素３０上のラッチ要素３３を見ることができる。
【００４０】
　これに関連して、図４に、スライダ２０上のラッチ要素２３の中央を通る断面を示す。
ラッチ要素は、詳細には、２つの隆起部２４ａ、２４ｂを含み、これらの隆起部は、高い
水準のフランジの末端部上に配置され、円弧形状に軸Ａの回りに径方向外側へ延びる。
【００４１】
　図５に、中間要素３０（そこからブレードカートリッジが分離した）上のラッチ要素３
３の斜視図を示し、図６に、これらのラッチ要素３３を通る中央断面を示す。ラッチ要素
３３が、軸Ａの回りに円弧内に延び、径方向内側に向いている２つの隆起部３４ａ及び３
４ｂを備えることは明らかである。
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【００４２】
　最後に、図７に、スライダ２０と中間要素３０との間の接続された連結具の中央を通る
断面を示す。この図から、スライダのラッチ要素上の外側に向いた隆起部２４ａ、２４ｂ
と、中間要素３０上のラッチ要素の径方向内側に向いた隆起部３４ａ、３４ｂとが、背部
で確実な嵌合にて係合して、スライダ２０上の中間要素のための規定位置を提供すること
は明らかである。スライダ上の隆起部２４ａ、２４ｂの内側径方向ばね、又は中間要素３
０上の隆起部３４ａ、３４ｂの外側径方向ばねにより、それらの隆起部は互いを通過して
摺動して、ラッチ式又はスナップ式機構の原理により、連結接続を形成し、又はその接続
を解除する。所要ばね力の適切な設計（隆起部の厚さ、材料の対形成、隆起部が上部に形
成される環の強度等により調整可能）は、このようにして、連結具が通常の稼働中に閉鎖
するが（ブレードカートリッジが皮膚に対して押圧される一般的な静的力は１０Ｎ未満で
あり、約１～４Ｎの可能性がより高く、特に約２Ｎである）、通常の高さから落下した際
に開放するよう連結具の強度を所望の範囲に調整することができる。
【００４３】
　連結具の隆起部２４ａ、２４ｂ、３４ａ、３４ｂの軸Ａの回りの円の通路は積極的な効
果を有し、その形状のため、原則として連結具はスライダ２０と中間要素３０との間で軸
Ａの回りに相対的に回転し得る。軸Ａの回りのトルクは、衝撃がブレードカートリッジ上
又は中間要素３０上に側部から来た際に生じるが、スライダ２０及び／又は中間要素３０
上の摺動表面が動作を開始する。軸Ａに傾いたスライダ２０上の摺動表面２５ａ及び２５
ｂは、図４に見ることができる。軸Ａに傾いた対応する中間要素３０上の摺動表面３５ａ
及び３５ｂは、図６に見ることができる。
【００４４】
　連結具（図７）が接続された状態では、摺動表面２４ａと３４ａ及び２４ｂと３４ｂは
、互いの頂部に存在する。次に、軸Ａの回りに回転運動が生じた場合、摺動表面対がスク
リュー作用を発生し、中間要素３０が軸方向にスライダ２０から離れて押されて（軸Ａに
関して）、隆起部の連結が開放する。
【００４５】
　その結果、体毛除去装置が異なる落下方向から衝撃を受けた際に確実に解放する連結具
が、このようにして（スライダ２０及び中間要素３０により）基部本体１０とブレードカ
ートリッジ４０との間に達成される。分離することにより、ブレードカートリッジは、衝
撃により損傷を受けないであろう。
【００４６】
　電気かみそりと湿式かみそりとの組み合わせの例により記載された上記の本発明は、他
の体毛除去装置、特に、鋼取っ手を有し又は木が適用された純粋に機械的な湿式かみそり
、又は充電式電池若しくは電池の稼働を伴う湿式かみそり等の重い装置に類似的に適用す
ることができる。
【００４７】
　換言すれば、主装置要素１０、２０と、連結具２３、３３により主装置要素に取り付け
可能な別個の要素３０、４０とを備えた体毛除去装置１００が記載され、別個の要素３０
、４０の表面上に少なくとも１つの露出領域が存在し、その領域内に、別個の要素を損傷
することなく鈍い力が作用して（即ち、別個の要素がもはや意図通りに使用できず、特に
その使用が負傷を招き得る、別個の要素内の不可逆的な変化なしで）、連結具を解放させ
ることができ、この力の方向は任意である傾向にあるが、特に少なくとも約０．８４ｓｒ
の所定の立体角（立体角０．８４ｓｒは、円錐角約６０°に相当する）から生じ得る。詳
細には、連結具は、力の方向が立体角３．１４ｓｒ、又はそれより大きい立体角から生じ
る場合に、解放される。詳細には、露出位置における別個の要素は、最小限の力より大き
い力が別個の要素を介して連結具上に作用し得る全ての可能な場合において、主装置要素
から分離するであろう。接続解除をもたらし得る作用方向を除くと、作用方向は、スライ
ダの摺動動作の方向（又はこの作用方向の周囲のより小さい立体角の円錐）に作用するも
のであり得る。そのため、例えば、スライダは、力がスライダ上に作用した際に露出位置
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から覆われた位置に移動し、それにより別個の要素が損傷から保護されるよう設計され得
る。
【００４８】
　図８に、体毛除去装置の更なる実施形態を示す。図８は、非連結状態における主装置要
素のスライダ２０及び別個の要素３０、４０の前部領域の側面図を示す。図示した実施形
態において、ばね要素９０は連結具構成要素２３内に配置されている。連結状態において
、ばね要素９０は負荷されて、ばね力が主装置要素１０、２０と別個の要素３０、４０と
の間に作用している。ばね力と、ばね力の方向とは、連結具２３、３３がばね力によって
解放されないよう選択される。今別個の要素３０、４０が外力により離脱した場合、次に
ばね要素９０が解放され、その位置エネルギーを非常に急速に放出する。ばね要素９０の
非常に急速な拡張により、軽量の別個の要素３０、４０及びより重い主装置要素１０、２
０が、二重矢印Ｆの方向に互いに押し離される。それにより別個の要素３０、４０は重い
主装置要素１０、２０と壁又は床との間に本質的に配置されず、この配置は、連結具機構
２３、３３が解放されているにも関わらず、別個の要素３０、４０、特にブレードカート
リッジ４０に損傷をもたらし得る。
【００４９】
　図８による実施形態において、ばね要素９０は、主装置要素１０、２０に固定されたね
じりコイルばねとして設計されている。これは単なる典型的な実施形態である。ばね要素
９０は、任意の他のばね（例えば、螺旋ばね若しくは板ばね）又は弾性ばね（ゴム要素等
）によっても実現することができる。更に、ばね要素９０は別個の要素３０、４０に固定
されることもでき、又は主装置要素１０、２０と別個の要素３０、４０との間に固定され
ることなく配置されてもよい。主装置要素１０、２０と別個の要素３０、４０との間に、
数個のばね要素９０が存在してもよく、例えば１つのばね要素が主装置要素１０、２０に
固定され、１つのばね要素が別個の要素３０、４０に固定されてもよい。ばね力を連結面
に本質的に垂直に作用させる代わりに、ばね要素９０はばね力が異なる方向に作用するよ
う配置されてもよい。
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